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現状について



医師の働き方改革の議論の進捗

2024.4
(R6.4)

2023.4
(R5.4)

2022.4
(R4.4)

2021.4
(R3.4)

2020.4
(R2.4)

2019.4
(H31.4)

2018.4
(H30.4)

2017.4
(H29.4)

2016.4
(H28.4)

「働き方改革実行計画」
（2017年３月28日)

働き方改革実現会議決定

※「医師については、時間外労働規制の対象とするが（中略）改正
法の施行期日（※平成31年４月１日）の５年後を目途に規制を適
用することとし、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高い
新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、２年後を
目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討
し、結論を得る。」

働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律

（2018年７月６日公布）

大企業：2019.4施行 中小企業：2020.4施行

2017.8

医師の働き方改革に関する
検討会（全22回）

2019.3

報告書
とりまとめ

2019.7

医師の働き方改革の推進に関する
検討会（これまでに17回）

2020.12

良質かつ適切な医療を
効率的に提供する体制
の確保を推進するため
の医療法等の一部を改
正する法律
（2021年5月28日公布）

（
引
き
続
き
詳
細

論
点
を
議
論
）

施行
まで
約半年

医師：2024.4施行

中間
とりまとめ

2019.10 2020.12

医師の働き方改革を進めるためのタスク・
シフト／シェアの推進に関する検討会

議論の整理

関係政省令等の公布
（2022年1月19日公布）
一部施行（R4.2,4）

残された期間は限られてお

り、施行に向けた取組を着

実に実施する必要がある
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医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

■これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。

■こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。

■ 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関
における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

医師の働き方改革

【業務が医師に集中】

【労務管理が不十分】

長時間労働を生む構造的な問題への取組 医療機関内での医師の働き方改革の推進

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）

地域医療等の確保
医療機関が医師の労働時間

短縮計画の案を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が
計画に基づく取組を実施

地域間・診療科間の医師偏在の是正

国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

適切な労務管理の推進

タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い

病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、
約１割が年1,860時間超の時間外・休日労働

【医師の長時間労働】

＜行政による支援＞

・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援

・経営層の意識改革（講習会等）

・医師への周知啓発 等

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保

Ａ （一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務

連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間
※2035年度末
を目標に終了

義務
Ｂ （救急医療等）

C-1  （臨床・専門研修）
1,860時間

C-2  （高度技能の修得研修）

患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

医師の健康確保

面接指導
健康状態を医師がチェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限と

勤務間インターバル規制
（または代償休息）

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する

現状 目指す姿

対策

一部、法改正で対応

法改正で対応
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2024年４月に向けて医療機関が取り組むこと

○ 医療機関において医師の勤務実態を把握します。

・ 兼業・副業について

・ 宿日直許可の取得について

・ 自己研鑽の取扱いについて

2 0 2 4年４月以降はＡ水準を目指す 2 0 2 4年４月以降はＢＣ水準を目指す

○ 目指す水準を設定し、必要な準備、取組を進めます。

令和５年度末までの医師労働時間短縮計画の作

成に努める（努力義務）

※2024年４月１日より前に年間960時間超の医師がいる場合

令和６年度以降の医師労働時間短縮計画を作成

し、ＢＣ水準の指定を受ける

Ｂ 連携Ｂ Ｃ１ Ｃ２

※制度の趣旨に合った形で、実態に応じた水準を選択

面接指導の実施 勤務間インタバルの確保

※（水準にかかわらず）月100時間以上見込みの医師に対して実施 ※ＢＣ水準の場合は“義務”、Ａ水準の場合は“努力義務”

まずは自院の労働時間の把握を。

兼業・副業先の労働時間も通算します。自己申告等で把握できる体制を。

まずは自院の宿日直許可の有無を確認、必要な許可は申請を。

兼業・副業先の宿日直許可の有無も自己申告等で把握できる体制を。

自己研鑽の取扱いの明確化、ルール化を。よく話し合いを重ねて。
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ＢＣ水準の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ

2022.4
(R4.4)

評価センターの評価

Ｃ-２水準関連
審査受審

審査結果受領

臨床研修・専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

指定結果
通知

都道府県
医療審議会
意見聴取

指定公示
評価公表

時短計画案
作成

評価センター
評価受審

評価センター
評価結果受領

指定結果
受領

Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認

都

道

府

県

医

療

機

関

指定申請
受付

指定申請
提出

2024.4
(R6.4)

Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ水準に関する追加事項

評価センター
評価結果受領

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

少なくても４ヶ月程度の

手続期間が必要

BC水準の対象医療機関の指定・取消に当

たっては、地域医療提供体制への影響も

踏まえた議論が必要
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医療審議会等における具体的な議論の観点について
＜医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間まとめ（抜粋）＞

B・連携B水準について

○ B・連携B水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）と整合的であること及び地域の医

療提供体制全体としても医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことについて、都道府県医療審議会の意見を聞

く必要がある。

○ その際、医療機関の機能分化・連携等を進めることによる将来の地域医療提供体制の目指すべき姿も踏まえるこ

とが必要であり、地域医療構想調整会議における、地域医療構想の達成の推進のための協議状況を勘案し、その整

合性を確認することが適当。

○ また、地域の医療提供体制は、地域の医師の確保と一体不可分であるため、地域医療対策協議会における議論と

の整合性を確認することが適当。

C－1水準について

○ C－1水準を適用することにより、地域における臨床研修医や専攻医等の確保に影響を与える可能性があることか

ら、地域の医療提供体制への影響を確認することが適当であり、都道府県医療審議会の意見を聴く必要がある。な

お、地域医療対策協議会においても協議することとする。

C－2水準について

○ C－２水準を適用することにより、地域における高度な技能が必要とされる医療の提供体制に影響を与える可能

性があることから、地域の医療提供体制への影響及び構築方針との整合性を確認することが適当であり、都道府県

医療審議会の意見を聴く必要がある。
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都道府県に求められる取組について



今後の取組の視点

○ 地域の医療提供体制確保の観点からの実態把握と取組

・ 都道府県内の医療機関が目指す水準の把握とその妥当性の確認

・ 特に他の医療機関から医師を受け入れている医療機関とその宿日直許可取得
状況の把握

○ 医療機関の取組を支援するための体制（勤改センター等）の充実・強化

・ 都道府県、勤改センターの人的体制の充実

・ 勤改センターの取組に対する都道府県の積極的関与

（実態把握を踏まえた支援の優先順位付けとプッシュ型の個別支援、関係機関との連携体制の構築 等）

○ 都道府県知事の指定に向けた準備と確実な手続きの実施



地域の医療提供体制確保の観点からの実態把握と取組①

○ 各都道府県内の医療機関が目指す水準の把握とその妥当性

の確認をお願いしてきました。

○ 特に、Ｂ水準や連携Ｂ水準は、医師の健康確保と地域医療の

両立を図るために設けられた特例水準であり、その趣旨を踏まえた

適切な水準選択がなされることが重要です。

このため、実態把握を行った上で、特例水準の指定を受ける意向

がないと回答した医療機関については、特に、地域の医療提供体

制確保の観点から重要な役割を担っていると考えられる医療機関

について、特例水準の指定を受ける必要がないかという観点での

確認をお願いしてきました。

これまで

○ 改めて、特例水準の申請を予定していない医療機関（Ａ水準予定）について、医師の働き方改革の取組状況等を確認の上で、

関係部門が連携して、その水準選択により地域医療に影響が生じないか確認する必要があります。

今 後

・ 特例水準の申請を行う必要（※）がないかを確認し、適切な水準（特例水準）の申請を勧奨、支援する。

※ 労働時間の把握が適切になされた上で水準決定がなされているか、Ａ水準とするために診療機能を縮小する前提となっていないか、そのような前提になってい

た場合、診療機能を縮小しない労働時間短縮の取組（タスク・シフト/シェア等）による対応ができないか 等

・ その医療機関の水準選択により影響が生じ得ると考えられる場合には、地域医療に影響が生じないような対応を行う。

※ 医療機関の役割分担（夜間休日救急センターの役割見直し、輪番制の見直し 等）等

例
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地域の医療提供体制確保の観点からの実態把握と取組②

これまで

○ 宿日直許可の取得意向がある一方で、現時点で宿日直許可を取得できていない医療機関がある場合には、都道府県としては、地

域の医療提供体制確保の観点から、当該医療機関が宿日直許可を取得できない前提での検討・対応について、関係部門が連携し

てを行う必要があります。

今 後

・ Ａ水準予定の医療機関の場合、特例水準の申請を行う必要（※）がないかを確認し、特例水準の申請を勧奨、支援する。

※ 宿日直許可が取得できない場合でも診療機能を縮小しない労働時間短縮の取組（タスク・シフト/シェア等）によりＡ水準に収まるかどうか 等

・ 医師派遣の継続が可能かどうかを確認し、継続を可能とするための支援や継続が不可な場合の対応を行う（※）。

※ 派遣元や派遣先での労働時間短縮の取組、代替要員確保、医療機関の役割分担（夜間休日救急センターの役割見直し、輪番制の見直し 等）等

例

○ 宿日直許可については、医療機関が必要な申請を円滑に

進められるよう支援を行う一方で、宿日直許可を取得でき

なかった場合に地域医療提供体制確保の観点からどのよ

うな対応をするかについて、関係部門が連携して検討する

ことをお願いしてきました。

11



地域の医療提供体制確保の観点からの実態把握と取組③

○ 特に、特例水準が適用される医師については、勤務間インターバルが義務となるため、適切なシフトを組めるような取組を支援していた

だくことを含め、医療機関に対しては、医師労働時間短縮計画の作成や評価センターの評価受審の準備手続き等を通じた支援をお

願いしてきました。

これまで

○ 実際に勤務計画を作成することとなった段階で、診療機能を縮小しなければシフトが組めないといったことが生じないよう、地域の医療

提供体制確保の観点から、特例水準の指定申請を行う医療機関については、勤務間インターバルを前提とした勤務計画を作成の

上で、実際に円滑に動くかどうかのシミュレーションを行うよう求めるとともに、必要な支援を行う必要があります。

今 後

○ 勤務間インターバルについては新規項目であり、現時点では、評価センターは勤務間インターバルが確保できる勤務計画を作成する体

制が整備されているかどうかを評価しています。このため、評価の際に実際の勤務計画が作成されていることまでは求められていませんが、

あらかじめ、適切な勤務計画が作成できるか確認しておくことが重要です。

12



今後の取組の視点

○ 地域の医療提供体制確保の観点からの実態把握と取組

・ 都道府県内の医療機関が目指す水準の把握とその妥当性の確認

・ 特に他の医療機関から医師を受け入れている医療機関とその宿日直許可取得
状況の把握

○ 医療機関の取組を支援するための体制（勤改センター等）の充実・強化

・ 都道府県、勤改センターの人的体制の充実

・ 勤改センターの取組に対する都道府県の積極的関与

（実態把握を踏まえた支援の優先順位付けとプッシュ型の個別支援、関係機関との連携体制の構築 等）

○ 都道府県知事の指定に向けた準備と確実な手続きの実施



医療機関の取組を支援するための体制（勤改センター等）の充実・強化

これまで

○ 都道府県による勤改センターの取組への積極的関与

や、関係者間の密接な連携、医療機関へのプッシュ型

の支援等、体制の充実・強化についてお願いしてきまし

た。特に連携については、労働局はもとより、地域の医

療提供体制確保の観点から、大学病院等との連携の

重要性を強調させていただいていました。

○ 年度替わりの異動等に伴ってこれまでの関係が希薄とならないように留意しつつ、引き続きの取組をお願いします。

○ 特に、都道府県におかれては、大学病院とは基金の活用方法を含めて緊密な連携・議論を継続するようお願いします。

○ 令和５年４月28日付け事務連絡「医療勤務環境改善支援センターの運営について」において、『WEB等も活用しつつ、概ね月１

回程度の頻度で実務者による連絡調整会議等を開催する等、医療機関の取組支援に係る現状把握や課題認識の共有等を通じて、

関係者間の十分な連携を図るための主体的な取組や関与』をお願いしていますので、こちらも踏まえた適切な連携をお願いします。

今 後
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今後の取組の視点

○ 地域の医療提供体制確保の観点からの実態把握と取組

・ 都道府県内の医療機関が目指す水準の把握とその妥当性の確認

・ 特に他の医療機関から医師を受け入れている医療機関とその宿日直許可取得
状況の把握

○ 医療機関の取組を支援するための体制（勤改センター等）の充実・強化

・ 都道府県、勤改センターの人的体制の充実

・ 勤改センターの取組に対する都道府県の積極的関与

（実態把握を踏まえた支援の優先順位付けとプッシュ型の個別支援、関係機関との連携体制の構築 等）

○ 都道府県知事の指定に向けた準備と確実な手続きの実施



都道府県知事の指定に向けた準備と確実な手続きの実施①

これまで

○ 都道府県知事の指定手続きが円滑に進むよう、特例水準の指定申請

が必要な医療機関に対しては、評価センターの評価の早期受審勧奨を

お願いしてきました。

今 後

○ （P10,P11での対応を含め、）特例水準の指定申請が必要な医

療機関の確実な把握と併せて、引き続き評価センターの評価の早期

受審勧奨、支援の強化をお願いします。

（例：４月に実施した調査で遅い受審時期を回答した医療機関に対

して個別に受審時期の前倒しを勧奨する、早期受審のネックとなって

いる理由を把握の上で個別支援を行う、勤務間インターバルに関す

るシミュレーション（P12） 等）

※ 評価センターが公表している都道府県別の受審申込状況についても参考にして

ください（→）
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都道府県知事の指定に向けた準備と確実な手続きの実施②

今 後

○ Ａ水準の医療機関であっても、月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師には、管理者が面接指導実施

医師による面接指導を実施する必要があることなど、Ａ水準の医療機関については、今般の改正医療法等に伴い新たに実施しなけ

ればならないことを中心に周知をお願いします。

○ 引き続き、今般の改正医療法等に伴い、Ａ水準の医療機関が新たに実施しなければならない面接指導等の内容について周知や

取組支援を実施するとともに、適切な労働時間管理、36協定の締結など、タスク・シフト/シェアを含めた労働時間短縮の取組など、基

本的な働き方改革の取組が進むよう、取組状況の把握と支援をお願いします。

○ また、Ａ水準の医療機関は、特例水準の指定申請を行う医療機関のように、評価センターによる評価がなされる機会等がないことか

ら、適切な労働時間管理、適切な36協定の締結、タスク・シフト/シェアを含めた労働時間短縮の取組など、基本的な働き方改革の

取組が十分に進められていない可能性があるといった指摘もあります。
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参考資料



医療機関勤務環境評価センター

令和４年４月１日に日本医師会を指定。

令和４年９月16日にホームページ公開

https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center
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評価センターの実際の受審手続きの流れ（全体）
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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン
（評価項目と評価基準）解説集

令和４年10月31日に公開
https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-

center/%E8%B3%87%E6%96%99%E9%9B%86
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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン
（評価項目と評価基準）解説集

評価項目毎に、評価のポイントと確認資料例を明示。
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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン
（評価項目と評価基準）第１版

（項目例）1.1.2人事・労務管理の仕組みと各種規程の整備・届出・周知

【評価の視点】 人事・労務管理の仕組みや各種規程が適切に整備され、届出、周知がされていることを評価する。

【評価の要素】

６．就業規則、賃金規程を作成し、定期的に見直しを行い、変更を行った際には周
知されている

○or×

（常に最新の状態を保っていれば○）

７．就業規則、賃金規程をいつでも医師が確認することができる
○or×

（各部署に配布、院内等に常時掲載しアクセス可能等であれば○）

８．育児・介護休業に関する規程を作成している ○or×

９．常勤・非常勤医師に対し、雇用契約を医師個人と締結し、雇用契約書又は労
働条件通知書を書面で交付している

○or×

（メール等を用いた電子交付でも差し支えない）

10．常勤・非常勤医師に対し、入職時に、就業規則、賃金規程や労働時間の管理
方法に関して、医師本人へ周知している

○or×

（オリエンテーション時にレクチャーを行う、またはマニュアルの配布等をし
ていれば○）

11．宿日直許可の有無による労働時間の取扱い（「宿日直許可のある宿直・日直」
と「宿日直許可のない宿直・日直」）を区別して管理している

○or×

（宿日直の時間が労働時間に該当するかがわかる資料があれば○）

・ 就業規則の整備・周知状況

・ 賃金規程の整備・周知状況

・ 育児介護休業に関する規程の整備

・ 医師個人との雇用契約の締結と明示

・ 時間外労働や休日等の正しい申告・管理のための医師への周知

・ 宿日直許可の届出とその時間の取扱いの整備

※番号を○で囲んでいる項目は必須項目。必須項目の評価が×である場合は、評価保留となる。

令和４年４月１日に厚労省ホームページで公開済

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24850.html
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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン
（評価項目と評価基準）第１版

（項目例）1.1.4 医師労働時間短縮計画の作成と周知

【評価の視点】 医師労働時間短縮計画の作成が適切に行われ、周知、見直しが行われていることを評価する。

【評価の要素】

16．医師を含む関係者が参加する合議体で議論を行い、医師労働時間短縮計画
を作成している

○or×

17．医師労働時間短縮計画の対象医師に対して、計画の内容について説明するとと
もに意見交換の場を設けている

○or×

18．医師労働時間短縮計画を院内に掲示する等により、全ての職員に対して、医
師労働時間短縮計画の内容を周知している育児・介護休業に関する規程を作
成している

○or×

19．１年に１回、ＰＤＣＡサイクルの中で自己評価を行い、労働時間の目標や取
組内容について必要な見直しを行っている

○or×

・ 医師を含む各職種が参加する合議体における議論の実施状況

・ 計画の対象医師に対する計画の内容についての説明及び意見聴取の実施状況

・ 対象医師以外の職員への計画の内容の周知の状況

・ 計画の内容の見直しの状況

※番号を○で囲んでいる項目は必須項目。必須項目の評価が×である場合は、評価保留となる。

令和４年４月１日に厚労省ホームページで公開済

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24850.html
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Ｃｰ１水準の指定に係る都道府県・医療機関の手続きの流れ

医療審議会における議論 ⇒ Ｃ-１水準の指定を判断

Ｃ-１水準を医療機関へ適用することが地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）と整合的であること及び地域の医療提供体
制全般としても医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことについて議論を行う。その際、地域の医療提供体制は、地域の医師の確保
と一体不可分であるため、地域医療対策協議会における議論との整合性を確認する。

地域医療対策協議会における議論 ⇒ Ｃ-１水準指定の妥当性を判断

Ｃ-１水準を医療機関へ適用することにより、地域における臨床研修医や専攻医等の確保に影響を与える可能性があり、地域医療介護
総合確保基金事業の計画や医師確保関連予算の執行計画等、都道府県の実情に照らし、医師の確保を図るために必要と思われる事
項について協議を行い、地域の医療提供体制への影響を確認する。

議論の結果を反映

医

療

機

関

都

道

府

県

必要書類を揃えて都道府県へＣ-１水準（プログラム／カリキュラム別）の指定申請

特に、各プログラム／カリキュラムの「研修医療機関における時間外・休日労働想定最大時間数の記載」が明示されている資料を添付（※）

Ｃ-１水準指定申請受付

※ 医政局医事課医師臨床研修推進室または各学会が求める、各医療機関における時間外・休日労働想定最大時間数の明示方法に沿って作成した資料で代用することも可能。

Ｃ-１水準指定結果通知

○ 臨床研修においては、基幹型臨床研修病院の年次報告の締切が毎年4月30日である。「研修医療機関における時間外・休日労働想定最大時間数」
については、令和５年４月30日を締切とする年次報告から記載事項とする予定である。年次報告は研修プログラムとともに病院ホームページに公表される。

○ 専門研修においては、基幹施設がプログラム／カリキュラムを作成し、基本領域学会の一次審査、日本専門医機構の二次審査を経て、例年秋頃に認定
され、その後専攻医の募集が開始される。

※ Ｃ-１水準の指定が申請されていない場合であっても、都道府県独自の調査等に基づき、地域医療対策協議会におけるＣ-１水準指定に関する議論を行うことは可能。
また、議論のために地域医療対策協議会を複数回開催することも可能。
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Ｃｰ２水準の指定に係る都道府県・医療機関の手続きの流れ

審査組織へ各分野別医療機関申請書及び技能研修計画を医療機関がとりまとめて申請し、審査受審

医療審議会における議論 ⇒ Ｃ-２水準の指定を判断

Ｃ-２水準を適用することにより、地域における高度な技能が必要とされる医療の提供体制に影響を与える可能性があることから、地域の
医療提供体制への影響及び構築方針との整合性を医療審議会において確認する。

審査結果を受領医

療

機

関

都

道

府

県

必要書類を揃えて都道府県へＣ-２水準（分野別）の指定申請（※）

特に、審査組織に申請した医療機関申請書、及び指定後すぐに水準適用の該当者がいる場合は該当者の技能研修計画（匿名化）、
並びに審査組織による審査結果の通知書を添付

Ｃ-２水準指定申請受付

○ 申請時点で、その分野におけるＣ-２水準適用該当医師がいない場合であっても、令和６年度以降に、その該当医師（Ｃ-２水準の技能研修計画の
審査を受けた医師）が存在するようになった場合は、当該医療機関にＣ-２水準の業務が実在することになるため、その時点で当該医師の技能研修計
画（匿名化）を都道府県に届け出るよう周知することが求められる。

Ｃ-２水準指定結果通知

※申請時点で、その分野におけるＣ-２水準適用該当医師がいない場合でも申請が可能
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Ｃ -２水準に関するホームページ「医師の働き方改革Ｃ２審査・申請ナビ」

医療機関およびＣ-２水準の適用を希望する医師に対して、審査に必要な情報を掲載

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
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医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）の活用について
・2024年４月より医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用される。
・「医師の働き方改革に関する検討会」「医師の働き方改革の推進に関する検討会」を経て、令和３年５月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制
を確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第49号）が成立した。

勤務実態
の把握

時短計画
の作成

評価センター
による評価
の受審

時短計画に基づく取組
追加的健康確保措置の実施

医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく上では、医療機関は
医師労働時間短縮計画を作成し、その計画に沿って医療機関の管
理者のリーダーシップの下、医療機関全体でPDCAサイクルにより
働き方改革を進めていくことが重要

医師の時間外・休日労働の上限については、36協定上の上限及び36
協定によっても超えられない上限をともに、原則年960時間（A水準）・
月100時間未満（例外あり）とした上で、地域医療の医療提供体制の
確保のために暫定的に認められる水準（連携B・B水準）及び集中的に
技能を向上させるために必要な水準（C水準）として、 年1,860時間・
月100時間未満（例外あり）の上限時間数を設定

都道府県への
指定申請

2024年4月

現状把握の方法が
わからない！

いつまでに
受審すればいいの？

都道府県の指定申請
に準備するものは？

副業・兼業先の
労働時間の取扱は？

いきサポ 検索

働き方改革の過程でお困り事が生じたら、各都道府県の勤改センターにご相談ください
（連絡先は、「いきサポ」*1に掲載されています）

様式はどれ？

*1「いきサポ」 は、「いきいき働く医療機関サポートweb」の略称で、勤務環境改善に関する好事例や、
労務管理チェックリストなどの支援ツール、セミナー情報等、勤務環境改善に取り組む医療機関のみな
さまの参考になる情報を集約・提供する厚生労働省が開設するポータルサイトです。

不安だから受審前に
色々相談したい…

いつまでに
申請すればいいの？

時短計画の
作成例はないの？

連続勤務時間制限や
勤務間インターバルって、

どう管理・運用すればいいの？

代償休息の考え方が
わからない…

医療機関

「医師の勤務実態把握
マニュアル」が御活用いただけ
ます。（いきサポ*1に掲載）

各都道府県の勤改センター
ではマニュアルに沿った集計用
エクセル表（関数設定済）

も提供。

「医師労働時間短縮計画
作成ガイドライン」を参照くだ
さい。（いきサポ*1に掲載）

各都道府県の勤改センター
で作成支援も行いますので、

ご相談ください。

受審の前に各都道府県の
勤改センターにご相談

いただけます。

申請の手続き等について、
各都道府県の

勤改センターを通じて
ご相談いただけます。

「いきサポ」掲載の資料を参
照ください。ご不明点は、各
都道府県の勤改センターへ
お問い合わせ下さい。

28



地域医療介護総合確保基金

29



「働き方改革推進支援助成金｣ 適用猶予業種等対応コース（病院等）

令和６年４月から時間外・休日労働の上限規制が医師にも適用されることを受け、医師の働き方改革に取り組む中小企業事業主を支援することを目的とする。

１ 事業の目的

２ 事業の概要

中小企業事業主を
対象とした助成金です

令和５年度当初予算額 68億円（66億円）※助成金全体の額（）内は前年度当初予算額
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（税制）医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長（所得税、法人税）

医療用機器等の特別償却制度について、医療用機器に係る措置の対象機器の見直しを行った上、制度

の適用期限を２年延長する。

制度の内容

医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度

医師・医療従事者の働き方改革を促進するため、労働時間短縮

に資する設備に関する特別償却制度の期限を２年延長する。

【対象設備】医療機関が、医療勤務環境改善支援センターの助言の下に

作成した医師労働時間短縮計画に基づき取得した器具・備品（医療用

機器を含む）、ソフトウェアのうち一定の規模（30万円以上）のもの

【特別償却割合】取得価格の15％

医療機関

器具・備品・
ソフトウェア※

③供用開始

医療勤務環境改善支援センター

医療労務管理アドバイザー

医業経営アドバイザー

都道府県医療勤務担当課室長
による確認

助言

確認

税務署

①計画書提出

②計画書返送

青色申告

連携

※例えば、医師が行う作業の省力化に資する設備等５類型のいずれかに該当するもの

類型１ 労働時間管理の省力化・充実

に資する勤務時間短縮用設備等

類型２ 医師の行う作業の省力化に資

する勤務時間短縮用設備等

類型３ 医師の診療行為を補助又は代

行する勤務時間短縮用設備等

類型４ 遠隔医療を可能とする勤務時

間短縮用設備等

類型５ チーム医療の推進等に資する

勤務時間短縮用設備等

対象となる器具及び備品並びに

ソフトウエアの類型
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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の例
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融資

医療従事者の働き方改革支援資金について
令和５年度財政投融資資金計画予算

2,579億円の内数

独立行政法人福祉医療機構
厚生労働省の政策目的
に沿った低利融資

（資金種類）
・長期運転資金

（融資条件）
・勤務環境改善にかかる費用について具体的な金額を盛り込んだ事業計画書を提出すること
・貸付限度額：病院５億円、診療所３億円（既存の長期運転資金の借入と合算した金額を上限とする）
・償還期間：１０年以内（据置期間４年以内）
・利率：令和５年７月３日現在の貸付利率は０．８０％

【医療従事者の働き方改革支援資金の概要】

【福祉医療機構（医療貸付事業）による融資について】

○ 医療貸付事業については、病院、介護老人保健施設、介護医療院及び診療所等を開設する個人又は医療
法人等に対し、病院等の設置・整備又は経営に必要な資金の貸付けを行い、社会福祉の増進並びに医療
の普及及び向上を図ることを目的としている。
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厚生労働省HP 医師の働き方改革関連ページ リニューアル

厚生労働省ホームページの医師の働き方改革制度解説ページをリニューアルし、より簡単に必要な情報の検索を行える

ようにしています。
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いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ（いきサポ）

医師の働き方改革特設ページ

いきサポでは、各種研修および宿日直許可事例の掲載など、医療機関に必要とされる情報を集約しています。

初めての方向けページ

動画で医師の働き方改革を解説

厚労省 いきサポ 検索 🔍

解説スライド eラーニング
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医療機関での医師の働き方改革の制度周知用 解説スライド

制度の背景、制度内容をわかりやすく解説したスライド集を「いきサポ」に公開。

こちらのURLよりダウンロードが可能→https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation
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医療機関での医師の働き方改革の制度周知用 医師の働き方改革マンガ

医師及び医療従事者の皆さまを対象とした、「医師の働き方改革」の趣旨及び制度内容を周知するために役立ててい

ただくためのマンガを「いきサポ」に公開。

追加的健康確保措置

（面接指導、勤務間

インターバル等）の

解説

勤務環境改善に

向けた取組の紹介
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医療機関での医師の働き方改革の制度周知用 eラーニング

医師及び医療従事者の皆さまを対象とした、「医師の働き方改革」についての基礎知識の習得に役立てていただくた

めのeラーニング教材を「いきサポ」に公開。

以下の４種類のｅラーニング教材を、公開予定です。
1. 総論
2. 各論：時間外・休日労働時間の上限ルール
3. 各論：勤務医の健康を守るルール
4. 各論：タスク・シフト／シェア
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